
第２１回 吉野町地域公共交通協議会 

議事録 

 

■日時： 平成２９年２月１５日（水） 午前１０時３０分～午前１１時００分 

 

■場所： 吉野町中央公民館２階 第３．４研修室 

 

■出席者： 

所属・役職 氏名 備考 

吉野町 参事 山田 芳雄 会長 

近畿運輸局奈良運輸支局 運輸企画専門官 中井   睦  

奈良県吉野土木事務所 計画調整課長 篠田 隆三  

奈良県吉野警察署 交通課長 田代 宏毅  

奈良県県土マネジメント部 地域交通課 主査 浦井 和弘  

吉野町区長連合会 会長 藤本   潔  

吉野町老人クラブ連合会 会長 更谷 定一郎  

一般社団法人吉野ビジターズビューロー 事務局長 上西 昌博  

社会福祉法人 吉野町社会福祉協議会 副会長 上平 美知子  

奈良県交通運輸産業労働組合協議会 事務局次長 布田 尚弘  

公益社団法人 奈良県バス協会  ご欠席  

一般社団法人 奈良県タクシー協会 専務理事 吾妻 孝義  

奈良交通株式会社  米田 佳弘  

奈良交通株式会社  志茂 敦史   

一般社団法人 奈良県タクシー協会 吉野支部長 戌亥 一男  

吉野大峯ケーブル自動車株式会社  鍵谷 郁夫  

吉野町教育委員会 事務局長補佐 戸毛 祥博  

吉野町 協働推進課 課長補佐 坂本 圭至朗 事務局 

吉野町 協働推進課 主査 松田 有史 事務局 

 

■配布資料： 

 ・第２１回吉野町地域公共交通協議会 次第 

 ・出席者座席表 

・第２１回吉野町地域公共交通協議会出席者 名簿 

 ・吉野町地域公共交通協議会設置要綱 

 ・吉野町地域公共交通協議会委員の変更について(案)（資料１） 

・南部地域連携コミュニティーバスの南奈良総合医療センターへの路線 

延長計画について（資料２） 



・「入野」バス停の移設について（資料３） 

・ダイヤの改正について（資料４） 

  

１．開会 

２．協議会会長あいさつ 

 ３．委員紹介 

   議長を会長が務めることを出席委員全員異議なく承認される。 

 ４．議題  

 【１】吉野町地域公共交通協議会委員の変更について 

   （資料１に基づき事務局説明） 

 

    出席委員全員異議なく承認される。 

 

 【２】「南部地域連携コミュニテイ-バスの南奈良総合医療センターへの路線延長計画につ

いて」 

（資料２に基づき事務局説明） 

     平成２７年９月３０日をもって奈良交通八木大滝線の路線バスが廃止されまし

た。このことに伴い、吉野町においては平成２７年１０月以降、川上村との連携

により、相互乗り入れを実施し、川上村杉の湯までスマイルバスの路線を延長し、

利便性を確保してきました。同日より杉の湯より以南の熊野線についても路線バ

スが廃止されるという事になりましたので、国道１６９号沿線の町村は南部地域

公共交通活性化協議会を組織し、連携コミバスとして国、県の補助を受け、下北

山村、下桑原から大淀バスセンターまでの区間、１日１往復の便を運行されてお

ります。この連携コミバスの運行開始に際し、吉野町では同じ路線をスマイルバ

スＢコースが運行している点、大淀バスセンターまでの運行に伴う費用負担等を

考慮した結果、吉野町内は川上村西河を出ますと、大和上市駅のみに停車するこ

ととしておりました。昨年 4 月に南奈良総合医療センターが開院され、吉野町か

ら同センターへのアクセスについては様々な方向から検討して参りましたが、結

論として鉄道、バス、タクシー等の公共交通の維持を図らなければならない観点

から、直接乗り入れについては困難であるということとなりました。 

一方、南部地域公共交通活性化協議会においては、連携コミバス「Ｒ１６９ゆ

うゆうバス」を大淀バスセンターから南奈良総合医療センター、近鉄福神駅まで

延長することで、補助要件である診断指標の数値目標を達成することと、新病院

への利便性向上のため、協議されてきました。結果として、本年 1月 24日に開催

された第 4 回南部地域公共交通活性化協議会において、路線を 4 月 3 日から延長

する協議が調いました。計画の概要につきましては、資料のとおりですが、平日

の 1往復について吉野町内においても、16カ所の停留所に停車し、大淀バスセン

ターから南奈良総合医療センターを経由して近鉄福神駅まで延長します。 



           このことで、吉野町内からゆうゆうバスを乗り継ぐことで南奈良総合医療センタ

ーへ通院が可能となります。計画変更の申請については、各町村の公共交通協議

会での協議が調った事を証する書類が必要となりますので、吉野町においても当

協議会で資料 2 に添付しております、路線図、運行系統及び運賃についてご承認

いただきたく、お諮りするものです。なお、新設する停留所の標柱や、時刻表の

製作に伴う初期経費、年間距離割り負担金の別途経費がかかりますが、これにつ

いては 29年度当初予算で計上する予定をしております。また、運賃につきまして

は、吉野町民で、ゆうゆうバスの町内から福神駅までの間の利用に限って、予め

役場に申請をされた方を対象にパスポートを発行しますので、これを提示し、乗

車、降車場所を書いた特別乗車券と運賃を投入していただくことを予定していま

す。具体的には、大和上市駅でスマイルバスを乗り継いで乗車される方の負担を

考慮しまして、大和上市駅から南奈良総合医療センター、福神駅間で乗車、降車

された場合、通常最大 610 円のところ 200 円の負担を予定しています。ゆうゆう

バスで樫尾から大和上市駅間で乗車、降車される場合は、スマイルバスの運賃を

勘案しその区間は 200 円とし、引き続き大和上市駅を越えて利用されますとさら

に 200 円の負担を予定しています。樫尾から南奈良総合医療センターへは通常最

大 980円のところ 400円の利用者負担を予定しています。以上です。 

議長：議題２の「南部地域連携コミュニテイ-バスの南奈良総合医療センターへの路

線延長計画について」説明がありましたが、この計画により懸案事項であった、

南奈良総合医療センターへのアクセスが一部改善されると考えますが、ご承認い

ただけますでしょうか。 

議長：吉野町内から南奈良総合医療センターまで乗りますと、400円で、上市駅から

乗ると 200円で行けると言うことですか。 

事務局：そのとおりです。 

議長：何かご質問ございませんか。 

委員：上市駅から何時に出発しますか。 

事務局：上市駅に 9 時 30 分に到着したバスが、9 時 40 分に出発します。 なお、川

上村杉の湯発国栖経由で上市駅 9 時 34 分着、三茶屋発上市駅 9時 35分着便をご

利用いただきますと乗り継いでいただけます。 

奈良県：南奈良総合医療センターへのアクセスについては、かねてから奈良県の地域

交通協議会の南部地域部会でさまざまな協議をいただいたところです。吉野町さ

んのご協力をいただき、連携コミュニティーバスの延伸ができたことは有り難く

思っています。この結果については、3月に南部地域部会で報告させていただきま

す。 

議長：他に何かご質問、ご意見等はございませんか。 

 

    出席委員全員異議なく承認される。 

 



事務局：ありがとうございました。なお、このことに関する周知は、吉野町議会にお

きまして予算が成立後、速やかにケーブルテレビ等において広報周知する予定です。

センターへのアクセスとしての関連ですが、平日大和上市駅で朝 7時に到着するＡ

コース、Ｂコースについて大淀町よどりバスとの乗り継ぎの調整を図っており、こ

れにより時間は要しますが 8 時前には南奈良総合医療センターへ到着する予定で

ある事を報告します。 

議長：今までよどりバスと連携が取れていなかった部分が、今回連携がとれるように

なるということです。 

 

 【３】「入野」バス停の移設について 

（資料３に基づき事務局説明） 

事務局：本町スマイルバスの入野バス停の移設について説明します。昨年 12 月 14

日付けで入野自治会長より、現行停留所の場所から、より広く安全な場所に移動

をお願いしたいという要望がありましたので、このことについてご承認いただき、

道路の占用許可の手順を踏みたいと考えております。 

 

   出席委員全員異議なく承認される。 

 

事務局：ありがとうございました。それでは、所要の手続きをとりまして移設を進め

たいと思います。 

  

 【４】ダイヤの改正について 

（資料４に基づいて説明） 

事務局：ただいま入野バス停の移設についてご承認いただきましたが、移設の要望と

同時に入野自治会長より、現行のダイヤでは自治会員の吉野病院等への通院に大変

不便であるため、小名発７時２１分便のスマイルバスを入野まで延伸してもらいた

い旨の要望がありました。現行の小名発の便は、少し時間をおいて７時２３分殿川

発の便が三茶屋まで運行しており、主な利用者である小学生、中学生の通学に支障

をきたさないことを教育委員会と確認し、地元小名自治会のご了解を得ましたので、

このことについてご承認いただき、４月１日以降ダイヤの改正を予定したいと考え

ております。 

 

      出席委員全員異議なく承認される。 

 

議長：議事につきましては以上となりますが、委員の皆様方からのその他、ご質問、

ご意見等ございませんでしょうか。 

   奈良運輸支局：今回のゆうゆうバスで吉野町内でバス停を新たに設置されると言う

ことになると思いますが、道路やバス停の占用であったり、公安委員会さんとの



調整はできていますでしょうか。 

   奈良交通：吉野町内で復活するところと大淀バスセンターから先については、事前

に吉野警察署に申しあげております。 

 

４．閉会 

議長：委員の皆様、たいへん熱心なご審議ありがこうございました。 

これをもちまして第２１回吉野町地域公共交通協議会を閉会させていただきます。

ご論議、ご検討まことにありがとうございました。今後とも、当協議会へのご協

力をお願いします。本日は、ありがとうございました。 

 

 

 


